
 

 

 

 

 

 

 

 

 

疑問を呈した専門家からの意見及び 

これに対する熊本市等の考え方 

［Ｈ29調査関連］ 
  

・疑問を呈した専門家からの意見の原文の中で複数回述べられている同趣旨の意見については、要約し１つの意見として「疑問を呈

した専門家からの意見」の欄に記載 

・「熊本市等の考え方」の欄には、要約した「疑問を呈した専門家からの意見」に対してではなく、疑問を呈した専門家からの意見の

原文に対する熊本市等の考え方を記載 

資料２ 



 

 

■次頁以降の表の見方 

 

No 疑問を呈した専門家からの意見 A B C D 熊本市等の考え方 

1 

 地下連続壁が、「施工時の遮水及び土留め」だけが目的であ

れば、設計者が設計図に図示することは絶対にない。工事用で

あれば施工者が最適な工法を選択すればよく、設計者の範疇外

である。設計者が地下外周に地下連続壁を配置し、三つの目的

を明記したのは、仮設ではなく、本体構造の一部として、建物

の耐震構造に必要であることを強く意識して設計したもので、

地下連続壁が建物の耐震性能向上に寄与しているのは疑いよ

うもない。 

3,4 6     

  地中連続壁は、工事施工のために築造された土留め壁であ

るとともに、深度 4.4ｍの地下水位による土圧や水圧に対して、

完成後も土圧や水圧を負担するものとして計画されておりま

す。 

 また、仮設構造物である地中連続壁の耐震要素としての本設

利用について、大臣認定時の設計図及び構造計算書に記載がご

ざいません。 

 そのため、Ｈ29調査では、本庁舎等の耐震安全性を確認する

にあたり、不確定な要素については極力排除すべきと考え、地

中連続壁の効果を見込まずに検討を行いました。 

 なお、ご指摘を踏まえた調査（Ｒ２調査）を実施しましたと

ころ、大地震時の地盤変位による応力が、地中連続壁の耐力を

大幅に上回り、先に地中連続壁が破壊されることから、地中連

続壁による杭及び建物本体への地震時応力低減効果は見込め

ないという結果となりました。 

  

③ 

〔凡例〕 

① 疑問を呈した専門家からの意見（疑問を呈した専門家の資料の中で複数回述べられている同趣旨の意見については、要約し１つの意見として整理して

おります。） 

② 疑問を呈した専門家からの意見の原文ページ番号（Ａ～Ｄの凡例は下記のとおりです。） 

Ａ：齋藤幸雄氏（元広島国際大学工学部教授）のご意見           （R3年 3月 15日）［第２回分科会参考資料１］ 

Ｂ：齋藤幸雄参考人資料「本庁舎（行政棟）の耐震性能調査への疑問」    （R1年 10月 22日）［第２回分科会参考資料２］ 

Ｃ：齋藤幸雄参考人資料「熊本市庁舎（行政棟）の耐震性能調査に関する見解」 （R1年 8月 2日）［第２回分科会参考資料３］ 

Ｄ：三井宜之氏（熊本大学名誉教授）のご意見                        ［第２回分科会参考資料４］ 

③ Ｈ29及びＲ２耐震性能調査の受託者と協議し、熊本市等の考え方として整理したもの（①で要約した「疑問を呈した専門家からの意見」に対してでは

なく、疑問を呈した専門家の資料の原文に対する熊本市等の考え方を記載しております。） 

② ① 
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No 疑問を呈した専門家からの意見 A B C D 熊本市等の考え方 

1 

 地下連続壁が、「施工時の遮水及び土留め」だけが目的であ

れば、設計者が設計図に図示することは絶対にない。工事用で

あれば施工者が最適な工法を選択すればよく、設計者の範疇外

である。設計者が地下外周に地下連続壁を配置し、三つの目的

を明記したのは、仮設ではなく、本体構造の一部として、建物

の耐震構造に必要であることを強く意識して設計したもので、

地下連続壁が建物の耐震性能向上に寄与しているのは疑いよ

うもない。 

3,4 6     

 地中連続壁は、工事施工のために築造された土留め壁である

とともに、深度 4.4ｍの地下水位による土圧や水圧に対して、

完成後も土圧や水圧を負担するものとして計画されておりま

す。 

 また、仮設構造物である地中連続壁の耐震要素としての本設

利用について、大臣認定時の設計図及び構造計算書に記載がご

ざいません。 

 そのため、Ｈ29調査では、本庁舎等の耐震安全性を確認する

にあたり、不確定な要素については極力排除すべきと考え、地

中連続壁の効果を見込まずに検討を行いました。 

 なお、ご指摘を踏まえた調査（Ｒ２調査）を実施しましたと

ころ、大地震時の地盤変位による応力が、地中連続壁の耐力を

大幅に上回り、先に地中連続壁が破壊されることから、地中連

続壁による杭及び建物本体への地震時応力低減効果は見込め

ないという結果となりました。 

2 

 熊本波（大江での記録）により行政棟の基礎底を揺らすと、

Ｈ29調査によれば建物の最大変形が 1/100近くで、１階に作用

する地震力が他の 11 波より大きくなっている。しかし、実際

にはほとんど被害がなく収まっていることから、揺れを小さく

している原因がある。 

 それが地下連続壁および高層直下の密な杭による低減効果

であることは疑いようもない。もちろん本庁舎はこれらの効果

がなくても十分な耐震性能を保持しているため、鬼に金棒と言

ってよい。 

4       

 Ｈ29調査では、本庁舎等の耐震安全性を確認するにあたり、

不確定な要素については極力排除すべきと考え、地中連続壁や

杭の密集配置の効果を見込まずに検討を行いました。 

 なお、ご指摘を踏まえた調査（Ｒ２調査）を実施したところ、

上部構造の応答はＸ方向で目標値の1/100を満足しませんでし

た。また、大地震時の地盤変位による応力が、地中連続壁の耐

力を大幅に上回り、先に地中連続壁が破壊されることから、地

中連続壁による杭及び建物本体への地震時応力低減効果は見

込めず、杭の密集効果を考慮した動的相互作用解析を行っても

耐震性能の目標値を満足しない結果となりました。 
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No 疑問を呈した専門家からの意見 A B C D 熊本市等の考え方 

3 
 Ｈ29、Ｒ２、原設計、評定シートで建物の固有周期が異なっ

ており、その原因について明確にする必要がある。 
21 1,2     

 ご指摘の固有周期の違いは、解析モデルの微小変形時の初期

剛性の違いなどによるものと考えます。 

 また、各モデルで適切に部材の復元力特性を設定しており、

各解析の固有周期は、一般的な高さ 60ｍ程度の鉄骨造の相場で

ある 0.025Ｈ～0.03Ｈ（1.5～1.8 秒、Ｈは建物高さ)付近の固

有周期と概ね整合していることから、解析に支障はないと考え

ております。 

4 

 設計図から主要な杭のほとんどが変更されているにも関わ

らず、設計図で耐震性能評価を行うのは、絶対的原則を守って

いない。これは、致命的なミスと言え、市当局の責任は極めて

重い。市当局はこの事実を正式な文書で明らかにしておらず、

無責任極まりない。杭の耐震性能評価については、竣工図に基

づいて再検討するのが市当局に課せられた最大の任務である。 

1,5       

Ｈ29調査は、大臣認定時の設計図により調査が行われました

が、Ｒ２調査においては、竣工図を用いて再度検証しておりま

す。どちらの調査も現行の建築基準法等が求める耐震性能を有

していないという結果でした。 

 基礎杭については、設計図と竣工図を比較したところ、竣工

図の方が杭の径が全体的に細くなり、本数も１本少なくなって

います。よって、基礎杭を竣工図で再検証した場合、基礎杭の

耐震性能はさらに低下すると考えられます。 

 したがって、竣工図に基づいて再検討する必要はないと考え

ます。 

5 

 Ｈ29調査の受託者が、現存建物の耐震性能調査を大臣認定時

（原設計時）の資料や図面を基に調査を実施することは考えら

れない。 

      3 
 本市が提供できた図面・資料を基に、受託者により適切に調

査が行われたものと考えております。 

6 

 Ｈ29 では地下連続壁による杭や上部構造の応答低減効果に

ついては、全く検討されていないので、適切に低減効果を考慮

すれば、建物および杭の耐震安全性がさらに高くなると考えら

れ、杭も建物も補強は全く必要ないと判断してよい。 

1       

 Ｈ29調査では、本庁舎等の耐震安全性を確認するにあたり、

不確定な要素については極力排除すべきと考え、地中連続壁の

効果を見込まずに検討を行いました。 

 なお、ご指摘を踏まえた調査（Ｒ２調査）を実施したところ、

大地震時の地盤変位による応力が、地中連続壁の耐力を大幅に

上回り、先に地中連続壁が破壊されることから、地中連続壁に

よる杭及び建物本体への地震時応力低減効果は見込めないと

いう結果となりました。 
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No 疑問を呈した専門家からの意見 A B C D 熊本市等の考え方 

7 

 告示波による耐震安全性の検討は、あくまでも超高層建築物

（以下超高層：高さ 60ｍ超）等で新築時に必要なもので、既存

の超高層については、設計年代を問わず国は何らその必要性に

ついて言及していない。従って、仮に耐震性能評価を行う場合、

入力地震動をどうするか等決められたものはない。既存の超高

層については長周期地震動に対してのみ、国土交通省住宅局建

築指導課長の技術的助言（2016年６月）で検討を促している。

しかし、本庁舎は建設地や建物高さからはその対象ではないた

め、耐震性能評価の必要はない。 

1 8     

 目標耐用年数 70 年の長寿命化を図るにあたり、熊本地震を

経験した本市としては、本庁舎等が今後の大地震時に防災拠点

施設として機能する必要があるという点を踏まえ、現行の建築

基準法等が求める耐震性能を有しているか検討するため、告示

波を含めた応答解析による調査を行いました。 

8 

 今後の地震動については熊本地震（本震）や日奈久断層帯を

震源とするサイト波を想定しておくことが第一である。告示波

による検討は、新築の場合に必要としているだけで、一定の耐

震性能を確保するためのものに過ぎず、告示波による検討は何

ら将来の耐震安全性を保障するものではない。 

  2 15,18   

 熊本地震を経験した本市としては、本庁舎等が今後の大地震

時に防災拠点施設として機能する必要があるという点を踏ま

え、現行の建築基準法等が求める耐震性能を有しているか検討

するため、観測波やサイト波に加え、告示波も含めた応答解析

による調査を行いました。 
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No 疑問を呈した専門家からの意見 A B C D 熊本市等の考え方 

9 

 指定性能評価機関の業務方法書では、告示波に代えてサイト

波を用いることができることになっているため、サイト波を含

む告示波以外の９波で層間変形角が１／１００を超えていな

いというＨ２９調査の結果から、本庁舎の耐震性に問題はない

と言える。 

  3 
14,15,

21 
  

 建設省告示第 1461号第４号イの規定では、超高層建築物（高

さ 60ｍ超）の構造耐力上の安全性を確かめるにあたっては、『告

示波』を用いることとしており、但し書きにおいて例外的に「敷

地の周辺における断層、震源からの距離その他地震動に対する

影響及び建築物への効果を適切に考慮して定める場合」のみ

『告示波』を『サイト波』に代えることができる旨が規定され

ています。 

 したがって、『告示波』に代えて『サイト波』を用いる場合

は、『サイト波』を「適切に考慮して定める」ことが条件とな

り、「適切に考慮」して定められているかどうかを評価する必

要があり、その評価は、超高層建築物の構造計算を審査する指

定性能評価機関が担っています。 

 そこで、指定性能評価機関である『日本建築センター』に確

認したところ「作成されたサイト波が告示波と同等以上である

ことを証明できなければ、そのサイト波が適切であると認める

ことは難しい」との回答を得ました。更に、日本建築センター

以外の 16 の指定性能評価機関に対して確認したところ、回答

を得た 15機関も同様の見解でした。 

 以上のことから、『サイト波』による応答が『告示波』によ

る応答より小さくなっている本庁舎の案件に関しては、『告示

波』に代えて『サイト波』のみでの検討では不十分であると判

断し、『告示波』を使いました。 
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No 疑問を呈した専門家からの意見 A B C D 熊本市等の考え方 

10 

 日奈久断層帯を震源とするサイト波による応答が最重要で

あり、その結果に問題がなければ、告示波等の他の入力地震動

による応答結果は現実的に意味を持たないので、指定性能評価

機関の見解である「作成されたサイト波が告示波と同等以上で

あることの証明」は必要ない。 

  3,4     

 熊本地震を経験した本市としては、本庁舎等が今後の大地震

時に防災拠点施設として機能する必要があるという点を踏ま

え、現行の建築基準法等が求める耐震性能を有しているか検討

するため、告示波も含めた応答解析による調査を行いました。 

 現行の法令に基づいて検討を行うにあたり、その運用を担っ

ている指定性能評価機関に対して見解を求めたところ、「作成

されたサイト波が告示波と同等以上であることを証明できな

ければ、そのサイト波が適切であると認めることは難しい」と

のことであったため、告示波での検討は必要であると考えてお

ります。 

11 

 告示波もサイト波（表層地盤や深層地盤等の影響を考慮して

いる）も表層地盤を考慮しているにもかかわらず、サイト波の

応答結果からは２次モードの影響は見られない。 

 これは、告示波は表層地盤のみを考慮しているために、表層

地盤と深層地盤の間での地震波の重複反射を考慮していない

等で、表層地盤の影響を過大評価している可能性が大きい。 

 また、告示 1457 号に「表層地盤の厚さの五倍程度の範囲に

おいて地盤の深さが一様なものとして五度以下の傾斜である

こと」とあるが、この確認が行われていないので、増幅率の計

算が妥当なものか判断できない。 

  5,6     

 表層地盤と深層地盤の重複反射を考慮して解析を行ってい

ます。 

 また、ご指摘の告示の規定については、建築基準法第 20 条

第１号第２項に定められている「高さ 60ｍ以下の建築物」に適

用する計算方法として、建築基準法施行令第 82 条の５に規定

される限界耐力計算において考慮すべき、表層地盤に関するも

ので、高さ 60ｍを超える本庁舎において法令上は適用範囲外で

す。 

12 

 告示波のみ２次モードが卓越し、Ｘ方向の４階～９階、Ｙ方

向の５階～７階の層間変形角が著しく大きくなっているが、本

庁舎は高さが 60ｍをわずかに超える高さであるから、１次モー

ドが支配的になるはずで、この告示波の応答結果は信頼性に欠

ける。 

  3,4 7,8,9   

 告示波による建物の応答は、２次モードが極端に卓越してい

るわけではなく、１次モードと２次モードが重ね合わさる地点

の応答が大きくなる傾向にあるということです。 

 また、層全体として塑性化が進んでいる中間層は、変形が局

所的に大きい傾向となります。 

13 

 実際の地盤系の卓越周期を明らかにする方法を提案する。地

下２階床（１階床でも可）において常時微動測定を行えば、本

庁舎の地盤・地下構造・基礎を含めた卓越周期を明らかにする

ことができるので、ぜひ実施すべき。 

  5,8     

 Ｈ29 調査では、地表及び地中（深度 11ｍと深度 40ｍ）で常

時微動測定を実施しており、解析に必要な地盤の卓越周期は適

切に把握していると考えています。 
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No 疑問を呈した専門家からの意見 A B C D 熊本市等の考え方 

14 
 太径の杭が多数あることや、平面が大きいことによる位相差

のために、実効入力低減が起きるため、これを考慮すべき。 
    

1,12,

13,14,

15,17,

18,21 

  

 Ｈ29調査では、本庁舎等の耐震安全性を確認するにあたり、

不確定な要素については極力排除すべきと考え、実効入力低減

を見込まずに検討を行っております。 

 なお、このご指摘を踏まえ、Ｒ２調査において杭の密集効果

を考慮した耐震性能の検証を行ったところ、杭の密集効果を考

慮したことで地震の揺れを低減する減衰をより高く評価でき

たものの、上部構造の応答はＸ方向で目標値の 1/100を満足し

ませんでした。また、地中連続壁による杭及び建物本体への地

震時応力低減効果は見込めないという結果となりました。 

15 

 多数のボーリング調査が行われているが、地層構成や地盤の

固さにバラつきが見られる。告示波作成において表層地盤の増

幅度を求める際、原則は地層や層厚が同じである必要がある

が、報告書ではこれに関連した検討がなされていない。 

    20,21   

 ボーリング調査の結果を踏まえ、敷地全体で概ね同様の地層

構成となっていると判断しております。 

 また、告示波作成における表層地盤の増幅については、地層

毎の試験結果を評価して計算を行っております。 

16 

 たとえば、新築では一般に地震地域係数（Ｚ）を考慮してい

るが、熊本地方は地震地域係数が 0.8～0.9 と規定されている

中で、熊本地震が起き、益城町では２度に渡って震度７を記録

しており、もはやＺは破綻していることは明らかである。 

 従って、今後本庁舎の敷地地盤で震度７が起きることが予想

されるのであれば、Ｚを考慮しない検討も必要である。 

（このような実例としては、静岡県庁舎東館（16階建て）があ

る。東海地震がいつ起きても不思議ではないとの研究者からの

指摘に対して、超高層の認定を受けた建物ではあるが、一段と

大きな地震動を想定して検討を行い、耐震補強を行っている） 

  2     

 Ｈ29調査では、建築基準法に準じ地域係数 0.9を掛けて地震

力を低減しております。 

 更に高い耐震安全性を確保する場合は、ご指摘のとおり、地

域係数を考慮しない地震動で検討することも考えられます。 
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17 

 耐震性能評価の方法として、報告書では告示波を含む 12 波

による時刻歴応答解析を行い、結果として告示波のみ下層部で

層間変形角が 1/100を超え、耐震性能評価結果として「現行基

準を満たさない」としている。 

 しかし、告示 1461 号の規定は、「極めて稀に発生する地震

動によって建築物が倒壊、崩壊等しないことを、運動方程式に

基づき確かめること」と規定しているだけで、具体的な数値は

示していない。1/100 は指定性能評価機関が目標値として設定

しているもので法規定ではない。 

 従って、「現行基準を満たさない」とするのであれば、告示

波により倒壊・崩壊することを示す必要がある。 

  1     

 現行の建築基準法及び関連法令においては、指定性能評価機

関が建築物に対して性能評価書を発行し、それを国土交通大臣

が認定するという運用となっています。 

 指定性能評価機関が性能評価書を発行するにあたっては、各

評価機関の業務方法書等に基づいて、それぞれの建築物を評価

することとなるため、各評価機関の業務方法書は、法令そのも

のではないものの、法令の中にある規定であり、それに基づい

て実際に法令が運用されています。 

 「層間変形角 1/100以下」という基準は、告示に規定されて

いる「倒壊・崩壊等しないこと」の確認方法として業務方法書

に記載されているので、これを用いて現行の建築基準法等が求

める耐震性能を有しているか判断することは妥当と考えてお

ります。 

 なお、『建築構造設計基準及び同解説（平成 16 年版）」や

『官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説（令和３年

版）』には目標値として「層間変形角 1/100」と記載されてお

ります。 

18 

 高さ 60ｍ以下に対しては、1981 年の建築基準法施行令の改

正以前に設計された建物の耐震診断が行われてきたが、杭はそ

の対象となっておらず、議会棟でも杭の耐震診断は行われてい

ない。超高層の杭についても、国は何ら言及していない。 

 この背景は、杭の損傷が上部構造に致命的な影響を与える可

能性は極めて低いと考えられており、実際に大地震時に上部構

造に致命的な影響を与えた事例は報告されていない。超高層は

一般の建物と比較しても杭の安全性は高いと考えられること

から、杭が致命的な損傷を受ける可能性はないと言ってよい。 

1       

 Ｈ29調査では、防災拠点施設である本庁舎等の長寿命化を検

討するにあたり、現行の建築基準法及び関連法令等に基づいて

耐震性能を評価しました。 

 本庁舎は 60ｍ超の超高層建築物であるため、平成 12 年建設

省告示第 1461 号第４号ハにおいて、極めて稀に発生する地震

動での検討が必要とされております。 

 それを具体的に規定している、日本建築センターの時刻歴応

答解析建築物性能評価業務方法書４．４．４（２）ハにおいて

は、極めて稀に発生する地震動に対して「構造耐力上主要な部

分」の耐震性能を確かめることが必要とされております。 

 「構造耐力上主要な部分」とは、建築基準法施行令第１条第

１項第３号で規定され、壁、柱等とともに基礎杭も含まれてお

ります。 
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19 

 上部構造の検討において最も応答が大きいのは告示波であ

るが、杭の検討にはエルセントロ波の応答せん断力を用いてお

り、計算が不適切。適切に計算すると杭のせん断破壊は生じな

い。 

1,5,6,

7,8,9 
      

 上部構造と杭それぞれの最大応答値となる地震動は、必ずし

も一致しないため、複数の地震動に対して、それぞれの安全性

を検討する必要があります。 

 よって、Ｈ29調査では、上部構造と杭それぞれについて、周

期特性等の異なる複数の地震動で検証し、杭については、応答

値が最大となる地震動の解析結果を報告書に記載しておりま

す。 

 なお、『防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライ

ン（令和元年６月）』には「より頻度の低い大地震を想定する

ことや、周期特性等の異なる複数の地震動を想定することも考

えられる」と記載されております。 

20 

 連壁による入力地震動の低減効果を考慮しなくても、杭頭に

作用する地震力は連壁も負担することで大幅に低減され、杭頭

が損傷を受ける可能性は極めて小さくなり、杭が支持力を失う

可能性はほぼないと言える。 

  6     

 Ｈ29調査では、本庁舎等の耐震安全性を確認するにあたり、

不確定な要素については極力排除すべきと考え、地中連続壁の

効果を見込まずに検討を行いました。 

 なお、ご指摘を踏まえた調査（Ｒ２調査）を実施したところ、

大地震時の地盤変位による応力が、地中連続壁の耐力を大幅に

上回り、先に地中連続壁が破壊されることから、杭の損傷の低

減効果は見込めないという結果となりました。 
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21 

 地下外壁図に厚さ 600ｍｍの地下壁（深さが 19ｍ）が建物の

外周に設置されていることが図面に書かかれている。 

これは、地下工事を行うのにあたって、地下水が出てくるので、

遮水のための地下土留壁と考えられる。 

 地下を造るためには、地下水位が高い場合は、止水が可能な

土留壁が必要になる。 

 方法としては、親杭横矢板工法、鋼矢板工法、ソイルセメン

ト柱列壁工法、連続土留壁工法（ＲＣ壁） 等があるが、多分当

時の工法からは、連続土留壁工法でかつ本体利用の可能性があ

る（当時の審査記録や施工記録を調査する必要がある）。 

 厚さ 600ｍｍの壁が深さ 19ｍまで構築されている場合は、壁

の剛性が極めて硬くほとんど変形しない。従って、杭の中間層

で損傷を受ける可能性は無くなる。 

    22   

 地中連続壁は、工事施工のために築造された土留め壁である

とともに、深度 4.4ｍの地下水位による土圧や水圧に対して、

完成後も土圧や水圧を負担するものとして計画されておりま

す。 

 Ｈ29調査では、本庁舎等の耐震安全性を確認するにあたり、

不確定な要素については極力排除すべきと考え、地中連続壁の

効果を見込まずに検討を行いました。 

 なお、ご指摘を踏まえた調査（Ｒ２調査）を実施したところ、

大地震時の地盤変位による応力が、地中連続壁の耐力を大幅に

上回り、先に地中連続壁が破壊されることから、杭の損傷の低

減効果は見込めないという結果となりました。 

22 

 本庁舎に使用されている杭は大口径の場所打ち杭であり、断

面積が極めて大きく、仮に損傷しても支持力を維持できる可能

性が極めて高い。 

    
16,17,

19 
  

 杭におけるヒンジの発生や、せん断破壊を確認しながら、鉛

直支持能力の有無を工学的に判断したところ、多くの杭が鉛直

支持能力を喪失する結果となりました。 

23 

 本庁舎（行政棟）の低層部分は、本地盤で液状化の可能性は

ないこと、建築物の全重量よりも排土重量の方が大きいと考え

られること、基礎底付近の地層はＮ値が 20 程度の安定した地

層であること、以上の理由から杭の支持力に期待しなくても直

接基礎（べた基礎）として、十分支持力が得られ、地盤沈下の

心配がないと判断できる。 

 また、高層棟部分で杭の被害が生じるとしている部分の杭の

支持力がなくなっても問題ない。 

 以上から、仮に杭の支持力を失っても、建築物に影響を与え

るような沈下は生じず、十分建築物の機能を維持できる。 

    
18,19,

21 
  

 ご指摘は、本庁舎は高層部と低層部が一体となった建物であ

るにも関わらず、低層部のみに限定した仮定に基づく判断とお

見受けします。 

 また、高層棟部分で一部の杭の支持力がなくなっても問題な

いとのご指摘についても根拠が明らかではございません。 

 よって、「仮に杭の支持力を失っても、建築物に影響を与え

るような沈下は生じず、十分建築物の機能を維持できる」とい

うご指摘は、仮定や明確ではない根拠に基づいたものであるた

め、これをもって庁舎の耐震安全性を保障することにはならな

いと考えます。 
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24 

 熊本地震と兵庫県南部地震は内陸直下型の継続時間が短い

地震という点で共通している。熊本地震や兵庫県南部地震等に

おいて、超高層建築物で杭の損傷が上部構造に影響した事例が

ないことなどを踏まえると、本庁舎の杭が支持力を喪失すると

いう結果は、どう考えてもあり得ない。 

 また、阪神淡路大震災の際、自身が設計した建物が初めて損

傷を受けた状態を目の当たりにした経験から言えることは、決

して構造計算通りにはならないと言うことと、超高層に関して

は、設計で想定した地震動よりはるかに大きな地震動を受けた

にも関わらず、大きな損傷はなかったという事実である。 

 従って、十分な検討を行って設計し、特別な審査を受けた超

高層建築物は、少なくとも震度６強程度の地震で大きな損傷を

受けることはないと言える。 

9,10,

26 
7,8     

 目標耐用年数 70 年の長寿命化を図るにあたり、熊本地震を

経験した本市としては、本庁舎が今後の大地震時に防災拠点施

設として機能する必要があるという点を踏まえ、現行の建築基

準法等が求める耐震性能を有しているか検討するため、告示波

を含めた応答解析による調査を行ったところ、耐震性能が不足

するという結果となりました。 

 また、過去の地震被害が小さかったことが、今後の地震に対

する建物の耐震安全性を保障することにはならないと考えま

す。 

25 

 仮に本敷地での熊本地震（本震）の震度が６弱と小さめに評

価しても、少なくとも記録した熊本地震（前震）と同程度以上

の地震力が作用していると考えられ、計算された応答せん断力

を比較すると２次モードが卓越している場合は、下層部で告示

波の応答の半分以上（1/150以上）の変形が生じたはずである。 

 しかし、調査報告書によれば、外装材の変形追随性は 1/200

程度であるが、落下もしていないし、大きな異状が認められて

いないことから、２次モードが卓越しないことが証明されてい

る。 

 解析で最大層間変形になっているＹ方向６階の外装材を再

調査すれば、1/150 程度の変形がおきていれば、その痕跡が認

められるはずであり、再調査すべきである。 

（屋上からの清掃用ゴンドラの使用等が考えられる） 

  5     
 過去の地震被害が小さかったことが、今後の地震に対する建

物の耐震安全性を保障することにはならないと考えます。 
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26 

 Ｈ29の計算結果によると、告示波と熊本地震の地下２階にお

ける応答せん断力は同程度であることから、本庁舎の杭は大き

な被害を受けていることとなる。これを立証するために、杭頭

部のコア抜き調査が必要である。 

  6 17   

 『官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成 25年制定）』

には、「杭基礎は、鉛直力、水平力及び地盤の変形による影響

に対して十分安全な構造とし、杭と基礎床版の接合は、上部構

造より作用する力を十分伝達できる接合とする」とあり、杭の

耐震安全性の検討は水平力（地下２階における応答せん断力）

だけではなく鉛直力や地盤変位も踏まえて解析し、杭に致命的

な損傷が発生しないかを確認するものです。 

 よって、熊本地震と告示波の応答せん断力が同程度であるこ

とをもって杭の被害を同程度であると判断することはできま

せん。 

 また、Ｈ29調査で行った杭の耐震安全性の検討は、熊本地震

波を基にした解析ではありません。 

 以上のことから、ご指摘の調査を行っても、解析結果の立証

にはならないことから、杭頭部のコア抜き調査をする必要はな

いと考えております。 

27 

 外装材については、設計時に変形追随性に関する資料（外装

材メーカー作成）が提出されているはずであり、変形角が 1/100

に収まっているはずである（1/100 以上の追随性がないと審査

で承認されない）。従って、外装メーカーに検討を依頼すべき

である。 

    14,21   

 Ｈ29調査において、外装材メーカーに確認しながら、現存す

る資料を基に外装材の変形追従性の検討を行ったところ、追従

できる変形角が 1/100を満足しないという結果となりました。 
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28 

 原設計に対する評価が不十分。超高層建築物に関する構造設

計技術や研究が進んでいる中で、約 40 年前に設計された設計

内容が、現在の構造設計技術から判断してどうなのか。 

    1   

 本庁舎は、当時の技術としては、よく考慮された構造設計が

行われていたと考えられます。 

 また、Ｈ29及びＲ２調査は、当時の設計の良し悪しを評価し

たものではありません。 

 Ｈ29調査は、目標耐用年数 70年の長寿命化を図るにあたり、

熊本地震を経験した本市としては、本庁舎等が今後の大地震時

に防災拠点施設として機能する必要があるという点を踏まえ、

現行の建築基準法等が求める耐震性能を有しているか検討す

るため、「現在の構造設計技術」に基づき、告示波を含めた応

答解析による調査を行ったところ、耐震性能が不足するという

結果となりました。 

29 

 熊本地震で被害を受けなかったことをどのように評価すべ

きか、についてほとんど触れられていない。熊本地震の際、中

央区で震度６強の強震動を記録したのに、なぜ無被害だったの

かを明らかにしなければ、告示波等の検討結果に信頼がおけな

くなる。 

    1,2   

 目標耐用年数 70 年の長寿命化を検討するにあたり、熊本地

震を経験した本市としては、本庁舎等が今後の大地震時に防災

拠点施設として機能する必要があるという点を踏まえ、現行の

建築基準法等が求める耐震性能を有しているか検討するため、

告示波を含めた応答解析による調査を行ったところ、耐震性能

が不足するという結果となりました。 

 また、過去の地震被害が小さかったことが、今後の地震に対

する建物の耐震安全性を保障することにならないことから、熊

本地震による被害状況の分析は行っておりません。 

30 

 最も重要なのは、耐震性能評価の目的を再確認することと、

熊本地震に遭遇したことに伴う結果に計算結果が対応してい

るか（矛盾していないか）である。 

  1     

 目標耐用年数 70 年の長寿命化を検討するにあたり、熊本地

震を経験した本市としては、本庁舎等が今後の大地震時に防災

拠点施設として機能する必要があるという点を踏まえ、現行の

建築基準法等が求める耐震性能を有しているか検討するため、

告示波を含めた応答解析による調査を行ったところ、耐震性能

が不足するという結果となりました。 

 また、過去の地震被害が小さかったことが、今後の地震に対

する建物の耐震安全性を保障することにならないことから、熊

本地震による被害状況と解析結果の比較検討は行っておりま

せん。 
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31 

 1981年の耐震基準の改定に伴って、熊本市の地震地域係数は

0.8から 0.9に改定された。もし設計がレベル１を地域係数 0.8

相当の 20Kine で検討が行われていたとしたら、改めて耐震性

能評価を行うことの根拠が明確になると考える。しかし実際に

は逆で、地域係数を 1.0として設計用地震力を設定していたの

であるから、本来は全く耐震性能評価をする必要のない建物と

考える。 

25 7     

 本庁舎を建築した当時と現在とでは、建築基準法上、解析に

用いることが求められる地震動が異なるため、地域係数の大小

だけで現行の建築基準法等が求める耐震性能の有無を判断で

きません。 

 よって、建築当時、基準値より大きい地域係数を用いて設計

していたことをもって、耐震性能評価をする必要がないとは言

えないと考えます。 

32 

 Ｈ29調査およびＲ２調査は、双方ともに解析・計算に不適切

な部分があり、検証業務をやり直す必要がある。特にＲ２調査

は不適切な部分が目立ち、検証業務の目的を果たしていない。 

1       

 Ｈ29年度とＲ２年度の２回にわたる調査は、適切な手続きに

従って専門業者に調査を委託し実施したもので、何らの予断を

持たずに行ったものであり、その調査が不適切なものとは考え

ておりません。 

 なお、各調査の妥当性については、本庁舎等整備の在り方に

関する有識者会議の耐震性能分科会にて検証いただきたいと

考えています。 

33 

 熊本地震での結果は一つの真実であって、その結果から類推

される耐震性能を大切にしなければならないのは論を待たな

い。 

 解析・計算は多くの仮定のもとに行われており、仮定の中に

は未だよく分かっていないことも含まれていることを認識す

る必要がある。 

3       
 過去の地震被害が小さかったことが、今後の地震に対する建

物の耐震安全性を保障することにはならないと考えます。 

 


